
不
適
正
な
個
人
情
報
の
取
扱
い
（漏
え
い
等
）

報
告
の
徴
収
・助
言
（32
条
、
33
条
）

勧
告
（
34
条
１
項
）

命
令
（
34
条
２
項
、
34
条
３
項
）

６
月
以
下
の
懲
役
又
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

主 務 大 臣

※緊急の場合

裁 判 手 続

当事者間における解決

事業者による改善

苦情の処理

法執行のイメージ

個人情報取扱事業者（31条）

認定個人情報保護団体（42条）

地方公共団体（13条）・
国民生活センター
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